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政策評価実施時

期
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被災地方
公共団体
ごとに異な
る個別の
復興の現
状と要望
を踏まえ、
適時適切
に実施

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） 目標達成

（判断根拠）

・被災地方公共団体ごとに異なる個別の復興の現状と要望を踏まえ、令和元
年度において、合計３回にわたり、延べ64市町村について配分計画を作成し
て
おり、「目標達成」しているものと判断した。

被災地方公共団体は本事業を活用し、著しい被害を受けた地域の復興地域づくりに取り組んでいるとこ
ろであり、被災地方公共団体からのニーズも高い事業。

令和元年度において、合計３回にわたり、延べ64市町村について配分計画を作成しており事業費1,280
億円（国費992億円）を配分。平成30年度は合計3回にわたり、延べ49市町村について配分計画を作成、
事業費1,059億円（国費813億円）を配分しており、前年度より配分額が増加しているが、東日本大震災か
らの復興の加速等を図るため、補正予算措置を実施したこと等によるもので、全体としては復興事業の進
捗・完了に伴い配分規模が縮小傾向にある。

なお、復興交付金事業計画に基づき各被災地方公共団体が実施する事業の実施状況に関する調査・
分
析及び評価は、事業計画完了後に各被災地方公共団体において実施される必要がある。

次期目標等への
反映の方向性

【施策】【測定指標】
令和2年度においても、引き続き各被災地方公共団体について適時適切な復興交付金配分計画が作成
されるよう、現在の目標を維持し、引き続き推進していく。

108,714 82,148 99,186

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

・復興特別区域基本方針（平成31年3月29日閣議決定（改定））第１の３、第４の３等
・経済財政運営と改革の基本方針2019について(令和元年6月21日閣議決定）第１章の３
・第198回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説（平成31年1月28日）四 地方創生（東日本大震
災の復興）
・平成28年度以降の復旧・復興事業について（平成27年6月24日復興推進会議決定）

測定指標
復興交付金配分計画の作
成

施策の進捗状況（実績）

・令和元年度において、合計３回にわたり、延べ64市町
村
について配分計画を作成。
・合計配分額：事業費1,280億円（国費992億円）
・復興交付金事業計画数：44（元年度）

達成

繰越し等（c） 56,280 1,819 26,547

合計（a＋b＋c） 108,782 82,285 99,193

執行額（百万円）

52,502 80,466 57,346 11,275

補正予算（b） 15,300

達成すべき目標
復興交付金の交付により、東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損
壊等の著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために実施する必要がある事業を実施する。

施策の予算額・執行額等

区分 29年度 30年度 元年度 ２年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a）

令和元度復興庁政策評価書（事後評価）
（復興庁元－②）

施策名 復興交付金制度に係る施策の推進

施策の概要
東日本大震災により著しい被害を受けた地域において、災害復旧だけでは対応が困難な市街地の再生
等の復興地域づくりに必要となる５省40事業を一括化し、一本の復興交付金事業計画で申請・採択し、復
興交付金を交付する。




